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保護者各位 

那覇市教育員会  
              教育長 山城 良嗣 
                    (公印省略) 

  

沖縄県学校・保育 PCR 検査再開時の児童生徒、教職員の出席について(通知) 

 

 平素より、学校における感染症対策にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

みだしのことについて、学校関係者における感染拡大の防止と早期の教育活動の再開へ

の寄与の目的の下、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担を軽減しつつ、迅速かつ機

動的に PCR 検査を行政検査として行っております。 

また、県新型コロナウイルス感染症対策本部より、学校・保育 PCR 検査における検査

件数の拡充及び運営体制の強化などが行われたことにより、学校・保育 PCR 検査におけ

る接触者検査を下記の通り、令和４年３月 4 日の申請分より再開することいたします。 

 つきましては保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

１ 出席停止とする場合 

 (1) 陽性者となった場合(児童・生徒以外の職員も含む) 

  ① 発症した日の翌日から、10 日間経過観察のため自宅療養等行い、解熱後３日以上

経過後、登校となります。 

（2）濃厚接触者となった場合(児童・生徒以外の職員も含む) 

  ① 最後に接触した日の翌日から２週間(オミクロン株患者の濃厚接触者については、

７日間)出席停止となります。 

  ② 学校・保育ＰＣＲ検査の対応となります。 

 (3) 学校・保育 PCR 検査で陽性者となった場合(児童・生徒以外の職員も含む) 

 ※上記(1)と同内容 

 

２ 出席停止としない場合 

(1) 接触者となった場合(児童・生徒以外の職員も含む) 

  ① 陽性者と同学級、部活動、登下校等、校内外等で接触のあった学校関係者 

→学校・保育 PCR 検査の受検者となりますが、結果をまたずに登校・出勤できる。 

（2）ご家庭の同居者の濃厚接触者が検査の結果陰性(-)となった場合のきょうだい。 

 

※上記の対応は、令和４年３月３日時点のものであり、今後の状況や文部科学省、厚生労

働省、県教育委員会等の方針により随時変更の可能性もあり得る旨、ご承知おきください。 

 ＜本件のお問い合わせ＞ 

那覇市教育委員会 学校教育課 

TEL 098-917-3506 FAX 098-917-3522 


